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★道路交通法の改正について 

 ４月から青切符制度が導入、施工されます。罰金の場合は、刑が確定すると犯罪者となります。自転車の場合 

 悪質な危険運転でなければ、捕まることもなく大目に見ていただいていましたが、反則金制度では、その場で 

警察官が交通違反の事実や反則金額等について記入した交通反則通知書いわゆる青切符を交付し、反則行為の 

告知が行われます。反則金を支払うことで刑事訴追（犯罪者になること）を免れることになります。 

例えば、歩道を自転車で走ることができるのは、標識等で許されている場合と１３未満の者、７０歳以上の者、 

に限られます。自転車の歩道通行が許される場合でも、道路交通法により定められた方法で通行する必要があ 

ります。自転車は中央から車道寄りの部分（道路標示で普通自転車通行部分の指定があるときは、その指定部分） 

を徐行しなければならず、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければならないとされ 

ているのです。徐行とは、時速６～８㎞程度での走行です。今回の改正は非常に複雑ですのでしっかりと勉強 

 して下さい。 

 

★犯罪に巻き込まれないために 

ネットで知り合った友人から、荷物の転送を頼まれました。届いた荷物が自分の物だと言って受け取り、指定 

した住所へ転送するだけのことです。その後請求書が届きました。自分の住所を犯罪者に貸した、自分の名前で 

ない人の物を勝手に受け取った窃盗。相手は信用できる人か、なぜ自分の住所に送るのか、まず考えてくださ

い。相手に聞いてください。会社の人に聞いてください。それが、あなた自身を守ることとなります。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 無免許運転の事故 

 会社に置いてある軽トラに鍵がつけたままで置いてあった。夜に寒かったので、会社に無断で借りてコンビニに買い物に行った帰り 

車同士で事故にあった。幸い相手にケガはなかったが、双方の車の修理が必要となる。しかし、無免許運転で保険はおりない。 

免許の必要な車等には絶対乗らないようにしてください。免許を持っていたとしても無断で使用することは泥棒と同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

★ 厳しい寒さに対応する 

日本は 1月 2月が。一番寒くなります 

① 冬は暗くなるのが早いです。自転車のライトは必ずつけましょう。服装も明るい色で分かりやすくしましょう。 

② エアコンは冷房より暖房のほうが電気代は上がります。節電をしましょう。 

③ 乾燥して風邪をひきやすいので、うがいや手洗いをしましょう。マスクも有効です。 

④ 充分な睡眠をとること、夜遅くまで遊ばないでください。 

⑤ 空気が乾燥して燃えやすいので、火の取り扱いに注意しましょう。外出前や寝る前は必ず消火をチェックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 最近ごみの捨て方が悪い人がいます。（例）価格の安い「プラスチック製容器包装」専用のごみ袋に生ごみや缶などを入れる。 

決められた日（曜日）に出さない等。全て外国人が悪いと思われています。正しく出してください。 

 

 

 
 

最近の出来事 

  国へ送金している人がほとんどですが、扶養控除（税金控除）のためには、両親や配偶者の口座に送りその送金した証拠が

必要です。入国したとき SBI 送金で手続きした人は、組合が提出できます。自分の口座や他人の口座に送った金額は税金控除の

対象になりません。手数料がもったいないので他人の親の口座に一緒に送金して現地で自分の家族に渡してもらった人も見えま

すが、自分の税金控除はしてもらえません。 

また、配偶者や１６歳以上３０歳未満と７０歳以上の親族（本当の両親、祖父母、兄弟は大丈夫ですが家族説明がむつかしい場

合は先生に相談してください） 

   長期連休で友達とか恋人を寮に連れて来ることはやめてください。あなたが生活しているところは会社のもの 

です。会社の許可を得ず連れて来たら、あなたの友達は不法侵入となります。 
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通    知 

技能実習や日常生活で困っていること、不安なこと

があったら、すぐに以下の通訳に電話し相談してく

ださい。                    

久手堅：070-1664-5732 (中国) 

Phuong：070-6580-7638 (Việt Nam) 

Ngoc : 090-9898-0064 (Việt Nam)  

Monica：080-4632-1665 (Indonesia)  

Oiwa：090-6093-0349 (Indonesia) 

 

 

ぎのうじっしゅうせいへのおしらせホームページ 

ぎのうじっしゅうにかんする だいじな おしらせを 

けいさいしています。まいにち あさとよるに このホーム 

ページをチェックしてください。 

「試験練習問題集ページ」もこのホームページ 

から アクセスできます。 


